
第３回住田町再生可能エネルギー推進協議会議事録 

 

 

１．開催日時 令和元年９月 24日（火）14：00～14：35 

２．開催場所 住田町役場 町民ホール 

３．出席者 

(1) 協議会委員 

紺野 勝利（会長） 佐々木 春一（副会長） 仁平 裕之  神田 雅明 

船田 裕康  高橋 靖  佐藤 忠  横澤 則子 

（代理出席）佐藤 昭仁（太田原 健二） 

(2) オブザーバー 

東北農政局経営・事業支援部食品企業課 課長補佐 金井 真一 

岩手県沿岸広域振興局農林部地域農業活性化グループ 主事 高橋 拓実 

株式会社グリーンパワーインベンスメント ２名 

(3) 事務局・関係者 

住田町農政課 ２名 菅野享一、菊田洋一 

(4) 傍聴者等 

報道機関２社２名 東海新報社、すみたテレビ 

４．案件 

（１）  農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画（案）について 

 

５．会議の概要 

 

事務局 

 

事務局 

 

紺野会長 

 

事務局 

 

 

紺野会長 

 

 

１ 開会 

開会を宣言。 

２．委員及び出席者紹介 

事務局より、出席委員、オブザーバー、関係者を紹介 

３．あいさつ 

紺野会長よりあいさつ。 

４．報告 

委員の変更について報告 

漆原隆一委員に代り佐藤昭仁委員、佐藤寿也委員に代り船田裕康委

員が委嘱 

５．協議事項 

（１）農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画（案）につ

いて 



事務局 

 

 

 

 

紺野会長 

 

委員一同 

紺野会長 

 

委員一同 

紺野会長 
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事務局 

 

 

 

 

事務局から資料№１、２－１、２－２により説明。 

今般、事業計画対象農用地の農振除外が済んだ。今回の修正案は、

前回（第２回）に了承を得ていた計画案の内容について対象地を分筆

することによる地番、地積の変更、前回提案のあった電力量の修正、

改元による年号の変更であります。 

昨年よりご出席いただいてた方については、今の説明で大体わかる

と思いますけど、特にご質問はありませんでしょうか 

 （委員からなしの声） 

それではただいまの内容で基本計画とすることを承認してよろし

いでしょうか。 

（委員からはいの声あり） 

ありがとうございました。この基本計画で町長決裁していくという

ことにさせていただきます。なお、基本計画の公表につきましては、

町長の決裁を受けてからということになりますし、手続きは担当課で

順次進めさせていただきます。３回に亘りご協議いただき基本計画を

ご承認下さりありがとうございました。今後、基本計画をもとに設備

整備計画が進められていくものと思われますので事業の進捗にもご

注視いただければと思います。 

（２）その他 

その他について何かございますか。 

Ｑ：最近、隣接市でメガソーラーの工事現場、あるいは計画して進め

ようとしている太陽光発電現地において工事途中に土砂流れの災害

というか事故が発生したり、地元住民との理解が不十分なままに事業

が進行して、今後の方向で審議が必要な事案も出ている。今日、資料

で示された土地規制の関係の水源涵養保安林とか、森林あるいは農地

の保安関係との整合性を保ちながら、事故とか災害の起きない様な工

事の計画が確認されれば進められると思うので、それら問題点が生じ

ないように対応していただきたいというのが地元住民とすれば一番

の願いでありますので、その辺についてどの様に情報をつかんでい

て、今後のそういった状況への対応について、何か所見があればお示

しいただきたい。 

Ａ：他の事例もございますが、住民との理解のもとに進めていく取決

めについて、事業者は勿論ですが、事務局、協議会としても注意しな

がら進めていくのは当たり前です。また、農用地については町が所有

者ということもありますので、所有者としての立場を踏まえ、安全か

つ地域のためになるということを念頭にし、このことが十分発揮され
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紺野会長 

佐々木委員 

紺野会長 

 

 

事務局 

 

事務局 

るよう注視しながら進めていきたいと思います。 

Ａ：保安林については、作業許可で進めている。解除という大きな面

積を使わないで計画を利用するようなことにしております。作業許可

というのは色々な規制がある中で林地に対して影響のない様な面積

だけの開発で風車を建てることで進めています。林道についても林道

規定に従って、林道をつけるような道路を利用してこれから施工しよ

うとしています。今後、林地開発や保安林の審査等もございまして、

こちらの方でもきちんと集水桝が設置されているかとか、法面が崩れ

ないかどうかといった審査を受け、工事に実際に入ってもらいますの

で、まずはそういった対策を十分に行って、皆様の心配にならない様

なきちんとした設計をしていきます。また、施工していくと自然災害

も起きうるという場合もありうるので、そういった場合についてはき

ちんと施工会社から我々を通じて住民の方に影響が出ない様な施工

をしていきたいと考えています。 

よろしいでしょうか。 

はい。 

他にありませんでしょうか。特になければ協議事項は以上で終了い

たします。ありがとうございました。 

６．その他 

東北農政局金井課長補佐から法制度の見直し、設備整備計画を進め

ていく上での注意点等について説明。その他の協議事項なし 

７．閉  会 

 事務局から閉会を宣言 

 


